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【戦略的基盤技術高度化支援事業(２０年度予算：８８億円)】 
我が国製造業の競争力を支える基盤技術等の高度化に向けて、中小企業が行う革新的か

つハイリスクな研究開発や生産プロセスイノベーション等を実現する研究開発を委託費に

よって支援します。 

  

○事業内容 

（１）事業対象 

  「中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律（以下「法」という。）」第

１条に基づき定められた特定ものづくり基盤技術高度化指針に沿って策定され、法第４

条第１項に基づき認定を受けた特定研究開発等計画を基本とした研究開発を対象として

います。 

 

（２）応募資格 

  本事業の対象は、事業管理者、研究実施者、総括研究代表者（プロジェクトリーダー）、

副総括研究代表者（サブリーダー）によって構成される共同体を基本とし、法の認定を

受けた中小企業者を含む必要があります。 

 

（３）応募申請者 

  本事業への申請者は、事業管理者です。 

事業管理者は、研究開発計画の運用管理、共同体構成員相互の調整を行うとともに、

財産管理（知的所有権を含む）等の事業管理及び研究開発成果の普及等を主体的に行う

ことが可能な法人又は個人事業者です。 

 

（４）研究開発費の規模等 
【川下分野横断枠】 

研究開発期間 ２年度若しくは３年度 

研究開発規模 

（上限額） 

平成２０年度（平成２１年３月３１日まで）に行う研究開発に

要する費用の合計額が、１億５千万円以下。 

提案要件 

「特定ものづくり基盤技術高度化指針」に示されている複数の

産業分野における高度化目標を設定でき、かつ、複数の産業分

野の川下製造業者等が研究開発に参画していること。 

【一般枠】 

研究開発期間 ２年度若しくは３年度 

研究開発規模 

（上限額） 

平成２０年度（平成２１年３月３１日まで）に行う研究開発に

要する費用の合計額が、６千万円以下。 

提案要件 なし。 

※平成１８年度は、契約日から１年間で１億円を超える研究開発を、(独)中小企業基盤整備機構に

て受付ておりましたが、平成２０年度は実施しておりません。 

 

（５）公募期間 

  平成２０年４月２１日（月）～平成２０年５月１６日（金） 

 

○お問い合わせ先 

九州経済産業局 地域経済部 技術振興課  ℡０９２－４８２－５４６４ 


